
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示案について（概要） 

 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部労働衛生課 

 

１．改正の趣旨 

○ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 66 条において、事

業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行わなければ

ならないとされており、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」

という。）第１編第６章第１節の２において、健康診断の検査項目及び手法を規定して

いる。 

○ 法に基づく一般健康診断（以下単に「一般健康診断」という。）の検査項目（検査頻

度を含む。）及び手法について、令和５年 12 月より「労働安全衛生法に基づく一般健康

診断の検査項目等に関する検討会」（以下「検討会」という。）において検討を行い、

令和７年 12 月に検討会報告書を公表した。 

○ 検討会報告書における各検査の検討の結果等に基づき、安衛則等及び厚生労働大臣が

定める告示について、所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

（１）省令関係 

○ 血清クレアチニン検査の追加（安衛則第 43 条～第 45 条の２及び労働基準法施行規

則（昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「労基則」という。）第 34 条の２関係） 

長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等業務との関係や、血清クレアチニン検査で、

既存検査項目では把握できない腎機能低下者を把握できること等を踏まえ、一般健康

診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外

派遣労働者の健康診断に、血清クレアチニン検査を追加する。あわせて、本項目につ

いては、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略

することができることとする。 

併せて、労基則第 34条の２に定める労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 41条の

２第１項第５号ニの厚生労働省令で定める項目に血清クレアチニン検査を追加する。 

〇 喀痰検査の削除（安衛則第 44 条～第 45 条の２関係） 

喀痰検査は結核を検査するものであり、胸部エックス線検査の結果に基づき結核感

染が疑われる者について行うこととされているところ、現状では実施率が低く、また、

感染拡大防止のためには、胸部エックス線検査陽性者について速やかに医療機関への

受診勧奨を行うことが適当であること等から、一般健康診断のうち定期健康診断、特

定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目から、喀痰検査を削除

する。 



○ 肝機能検査に係る検査対象酵素名称の変更（安衛則第 43 条関係） 

「血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）」を「アス

パラギン酸アミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ）」に改正するなど、肝機能検査に係

る検査対象酵素の名称を国際基準に一致させたものとする。 

 〇 様式の見直し等 

以下の法令について、上記改正に伴う様式の見直し等所要の改正を行う。 

・ 労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号） 

・ 有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 36 号。以下「有機則」という。） 

・ 特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。） 

・ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 45 号） 

 

（２）告示関係 

○ 一般健康診断のうち定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断において行う項目

のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略

することができる項目として、40 歳未満の者に対する血清クレアチニン検査を追加す

る。 

○ 一般健康診断のうち定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者

の健康診断において、医師が必要でないと認めるときに省略することができる喀痰検

査の項目に係る厚生労働大臣が定める基準について、省令改正による項目の削除に伴

い、当該基準を削除する。 

 

３．根拠条項 

（１）省令関係 

○ 労働基準法第41条の２第１項、法第66条第１項及び第２項、第66条の３、第67条

第４項、第 100 条第１項並びに第 115 条の２ 

（２）告示関係 

○ 安衛則第 44 条第２項（第 45 条第３項及び第 45 条の２第４項において準用する場合

を含む。） 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日 及 び 告 示 日：令和８年４月上旬（予定） 

○ 施行期日及び適用期日：令和９年４月１日 


